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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源手段から出射した光束を偏向手段の偏向面に副走査断面内で斜め方向から入射させ
る入射光学系と、前記偏向手段により偏向された光束を被走査面に導光する結像光学系と
、を有する光走査装置であって、
　前記入射光学系及び前記結像光学系は、主走査断面内においてそれぞれの光軸同士が角
度を成すように配置されており、
　前記結像光学系は、主走査方向に沿って子線チルト量が子線曲率に依存せずに変化する
子線チルト変化面を含み、
　前記子線チルト変化面の前記結像光学系の光軸に対する子線チルトの方向は、一方の最
軸外像高における光線の通過位置と、他方の最軸外像高における光線の通過位置と、で逆
方向であることを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
　主走査断面内において、前記入射光学系の光軸と前記結像光学系の光軸との成す角度Θ
は、
　　７０［ｄｅｇ］＜Θ＜１００［ｄｅｇ］
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１の光走査装置。
【請求項３】
　前記結像光学系は、一方のレンズ面が前記子線チルト変化面であり、かつ他方のレンズ
面が主走査方向に沿って子線チルト量が変化しない面である結像レンズを備えることを特



(2) JP 5765926 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

徴とする請求項１又は２に記載の光走査装置。
【請求項４】
　前記結像光学系は、両方のレンズ面が共に前記子線チルト変化面である結像レンズを備
えることを特徴とする請求項１又は２に記載の光走査装置。
【請求項５】
　前記両方の子線チルト変化面の前記結像光学系の光軸に対する子線チルトの方向は、前
記一方の最軸外像高における光線の通過位置で互いに同じであり、かつ前記他方の最軸外
像高における光線の通過位置で互いに同じであることを特徴とする請求項４に記載の光走
査装置。
【請求項６】
　前記結像光学系は一つの結像レンズから成ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の光走査装置。
【請求項７】
　前記子線チルト変化面の前記結像光学系の光軸に対する子線チルトの方向は、有効使用
領域の全域において、前記結像光学系の光軸を中心にして主走査方向に対称となる位置同
士で逆方向となっていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光走査
装置。
【請求項８】
　前記子線チルト変化面の前記結像光学系の光軸に対する子線チルトの方向は、全像高の
うち最軸外像高から１割以上の領域において、前記結像光学系の光軸を中心にして主走査
方向に対称となる位置同士で逆方向となっていることを特徴とする請求項１乃至６のいず
れか１項に記載の光走査装置。
【請求項９】
　前記入射光学系は、副走査断面内において前記偏向面に対して下側から光束を入射させ
ており、前記結像光学系は、前記被走査面側のレンズ面が前記子線チルト変化面である結
像レンズを備え、前記子線チルト変化面の子線面法線の前記結像光学系の光軸に対する方
向は、前記結像光学系の光軸に対して前記光源手段に近い側の領域において上向きであり
、前記光源手段から遠い側の領域において下向きであることを特徴とする請求項１乃至８
のいずれか１項に記載の光走査装置。
【請求項１０】
　前記入射光学系は、副走査断面内において前記偏向面に対して下側から光束を入射させ
ており、前記結像光学系は、前記偏向面側のレンズ面が前記子線チルト変化面である結像
レンズを備え、前記子線チルト変化面の子線面法線の前記結像光学系の光軸に対する方向
は、前記結像光学系の光軸に対して前記光源手段に近い側の領域において下向きであり、
前記光源手段から遠い側の領域において上向きであることを特徴とする請求項１乃至８の
いずれか１項に記載の光走査装置。
【請求項１１】
　前記子線チルト変化面は、前記結像光学系の光軸上においては子線チルトしていないこ
とを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の光走査装置。
【請求項１２】
　前記結像光学系は前記子線チルト変化面を含む結像レンズを備え、該結像レンズは光軸
が主走査断面に対して角度を有するように偏芯配置されていることを特徴とする請求項１
乃至１１のいずれか１項に記載の光走査装置。
【請求項１３】
　前記結像光学系は前記子線チルト変化面を含む結像レンズを備え、該結像レンズは光軸
を中心に回転されて偏芯配置されていることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１
項に記載の光走査装置。 
【請求項１４】
　前記結像光学系は、前記子線チルト変化面を含み、かつ副走査方向に対して二つ以上に
分割された鏡面領域を有する多段トーリックレンズを備えることを特徴とする請求項１乃
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至１３のいずれか１項に記載の光走査装置。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の光走査装置と、前記光走査装置によって前記
被走査面に配置された感光体上に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と
、前記現像されたトナー像を被転写材に転写する転写器と、前記転写されたトナー像を前
記被転写材に定着させる定着器と、を有することを特徴とする画像形成装置。 
【請求項１６】
　請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の光走査装置と、外部機器から入力したコード
データを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコントローラと、を
有することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光走査装置及びそれを用いた画像形成装置に関し、例えば電子写真プロセスを
有するレーザービームプリンタ（ＬＢＰ）やデジタル複写機やマルチファンクションプリ
ンタ（多機能プリンタ）等の画像形成装置に好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりレーザービームプリンタ（ＬＢＰ）やデジタル複写機やマルチファンクション
プリンタ等には光走査装置が用いられている。この光走査装置においては画像信号に応じ
て光源手段から光変調され出射した光束を、例えば回転多面鏡により周期的に偏向させて
いる。そして偏向された光束をｆθ特性を有する結像光学系によって感光性の記録媒体面
上にスポット状に集光させ、その面上を光走査して画像記録を行っている。
【０００３】
　近年、光走査装置には、簡素化及び小型化を図るために、副走査断面内において光束を
斜め方向から回転多面鏡に入射させる副走査斜め入射光学系が用いられている。副走査斜
め入射光学系においては、被走査面上で走査線が湾曲する走査線湾曲、波面収差が捩れる
スポット回転などといった、副走査斜め入射光学系特有の結像性能の劣化が発生する。ま
た、多くの光走査装置では、その配置の都合上、主走査断面内において、結像光学系の光
軸と入射光学系の光軸に角度を持たせるよう配置させる、所謂、主走査斜め入射光学系が
採用されている。
【０００４】
　このような、副走査斜め入射光学系でかつ、主走査斜め入射光学系を用いた場合には、
前述の課題に加えて、走査線傾きという被走査面上で走査線が傾く現象が発生する。この
ような結像性能の劣化が発生している光走査装置を画像形成装置に用いた場合、良好な画
像を形成することが難しい。従来から、走査線湾曲や波面収差の捩れ、走査線傾きを補正
した光走査装置および画像形成装置が種々と提案されている（特許文献１～３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－７３７７８号公報
【特許文献２】特開平７－２３４３７０号公報
【特許文献３】特開２００６－７２２８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　光走査装置の簡素化及び小型化を図るには副走査斜め入射光学系及び主走査斜め入射光
学系を用いるのが有効である。しかしながら主走査斜め入射角度、及び副走査斜め入射角
度が大きくなると、走査線湾曲、波面収差の捻れ、走査線傾きが多く発生し、良好な光学
性能を得ることが難しくなる。
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【０００７】
　本発明は、副走査斜め入射光学系かつ主走査斜め入射光学系を用いたときの走査線湾曲
、走査線傾き、そして波面収差の捻れ等を良好に補正することができ、良好な画像を形成
することができる光走査装置及びそれを用いた画像形成装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の光走査装置は、光源手段から出射した光束を偏向手段の偏向面に副走査断面内
で斜め方向から入射させる入射光学系と、前記偏向手段により偏向された光束を被走査面
に導光する結像光学系と、を有する光走査装置であって、前記入射光学系及び前記結像光
学系は、主走査断面内においてそれぞれの光軸同士が角度を成すように配置されており、
前記結像光学系は、主走査方向に沿って子線チルト量が子線曲率に依存せずに変化する子
線チルト変化面を含み、前記子線チルト変化面の前記結像光学系の光軸に対する子線チル
トの方向は、一方の最軸外像高における光線の通過位置と、他方の最軸外像高における光
線の通過位置と、で逆方向であることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、副走査斜め入射光学系かつ主走査斜め入射光学系を用いたときの走査
線湾曲、走査線傾き、そして波面収差の捻れ等を良好に補正することができ、良好な画像
を形成することができる光走査装置及びそれを用いた画像形成装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）（ｂ）（ｃ）　本発明の実施例１、２の主走査断面図、結像光学系の副走
査断面図、入射光学系の副走査断面図
【図２】（ａ）（ｂ）（ｃ）　本発明の実施例３の主走査断面図、結像光学系の副走査断
面図、入射光学系の副走査断面図
【図３】（ａ）（ｂ）　本発明の実施例１の副走査照射位置性能と４５°アス性能の説明
図
【図４】（ａ）（ｂ）　本発明の実施例２の副走査照射位置性能と４５°アス性能の説明
図
【図５】本発明の比較例の副走査照射位置性能
【図６】（ａ）（ｂ）　本発明の実施例１の子線チルト角度と単位主走査当たりの子線チ
ルト変化率の説明図
【図７】（ａ）（ｂ）　本発明の実施例２の子線チルト角度と単位主走査当たりの子線チ
ルト変化率の説明図
【図８】本発明の実施例３の子線チルト角度の説明図
【図９】（ａ）（ｂ）（ｃ）　従来の走査線湾曲、４５°アス性能、波面収差の捩れを表
した説明図
【図１０】（ａ）（ｂ）（ｃ）　走査線傾き、左右像高で同一方向の４５°アス、左右像
高で同一方向の波面収差の捩れを表した説明図
【図１１】（ａ）（ｂ）　従来の子線チルト係数Ｔを表した説明図、子線チルトの変化率
ｄＴ／ｄＹを表した説明図
【図１２】（ａ）（ｂ）（ｃ）　従来の補正後の照射位置Ｚ、補正後の４５°アス性能、
補正後の波面収差の捩れを表した説明図
【図１３】（ａ）（ｂ）（ｃ）　従来の補正後の照射位置Ｚ、補正後の４５°アス性能、
補正後の波面収差の捩れを表した説明図
【図１４】本発明の画像形成装置の要部概略図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を用いて本発明の光走査装置の実施例を説明する。以下の説明において、主
走査方向とは偏向手段の回転軸（または揺動軸）及び結像光学系の光軸に垂直な方向（回
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転多面鏡で光束が反射偏向（偏向走査）される方向）である。副走査方向とは偏向手段の
回転軸（または揺動軸）と平行な方向である。また主走査断面とは主走査方向と結像光学
系の光軸を含む平面である。また副走査断面（子線断面）とは主走方向に垂直な断面であ
る。
【００１２】
　［実施例１］
　図１（ａ）は本発明の光走査装置の実施例１における、主走査方向の要部断面図（主走
査断面図）である。図１（ｂ）は本発明の光走査装置の実施例１における、結像光学系の
副走査方向の要部断面図（副走査断面図）である。図１（ｃ）は本発明の光走査装置の実
施例１における、入射光学系ＬＡの副走査方向の要部断面図（副走査断面図）である。
【００１３】
　図中、１は光源手段であり、発光部（発光点）を有する半導体レーザより成っている。
２は光源手段１から出射された光束を主走査方向に弱い収束光に変換し、副走査方向に集
光するよう主走査方向と、副走査方向に各々独立に異なった正のパワー（屈折力）を有す
るアナモフィックレンズである。３はアパーチャー（開口絞り）であり、アナモフィック
レンズ２から出射する光束を所望の最適なビーム形状に形成している。４は偏向手段とし
ての回転多面鏡（ポリゴンミラー）により成り、図中矢印Ａ方向に一定の速度で回転して
いる。
【００１４】
　ＬＢは集光機能とｆθ特性とを有する結像光学系（ｆθ光学系）であり、主走査断面内
と副走査断面内でともに正のパワー（屈折力）を有している。入射光学系ＬＡは、光源手
段１、アナモフィックレンズ２、アパーチャ３で構成されており、光源手段１からの光束
を偏向手段４の偏向反射面（偏向面）５に入射させている。
【００１５】
　本実施例において、結像光学系ＬＢは１枚の結像レンズ６より成っている。結像光学系
ＬＢは回転多面鏡４によって反射偏向された画像情報に基づく光束を主走査断面内におい
て被走査面としての感光ドラム面（記録媒体面）１０にスポットに結像させている。さら
に結像光学系ＬＢは副走査断面内において回転多面鏡４の偏向面５と感光ドラム面１０と
の間を光学的に共役関係又は略共役関係にすることにより、偏向面５の面倒れ補償を行っ
ている。
【００１６】
　図１において画像情報に応じて半導体レーザ１から光変調され放射された光束はアナモ
フィックレンズ２に入射する。アナモフィックレンズ２から出射する光束は、主走査断面
内において弱い収束光であり、開口絞り３を通過し、一部遮光される。副走査断面内にお
いては偏向面５又はその近傍で集光する収束光として回転多面鏡４の偏向面５へ入射し、
回転多面鏡４の偏向面５上で主走査方向に長手の線像として結像する。
【００１７】
　回転多面鏡４の偏向面５で一部反射偏向された光束は、結像光学系ＬＢにより感光ドラ
ム面１０上に導光される。そして回転多面鏡４を矢印Ａ方向に回転させることによって、
該感光ドラム面１０上を矢印Ｂ方向（主走査方向）に光走査して画像情報の記録を行って
いる。同期検知手段（不図示）は、回転多面鏡４で反射偏向された光を集光するＢＤ光学
系と光を検知するＢＤセンサで構成されている。ＢＤ光学系は、偏向面５で偏向反射され
た走査光が通過する位置に配設されており、回転多面鏡４が所定の角度のとき、走査光を
ＢＤセンサへ導光するように構成されている。
【００１８】
　同期検知手段は、回転多面鏡４を矢印Ａ方向に回転させ、偏向面５が所定の角度となる
タイミングを検知し、そのタイミングを制御手段（不図示）に出力する。制御手段は同期
検知手段から出力されたタイミングに基づき、回転多面鏡４の回転速度が一定速度となる
ように制御する。また、制御手段はタイミングに基づき、光源手段１の発光タイミングを
制御する。
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【００１９】
　本実施例では、構成の簡素化を図るために、副走査断面内において偏向面５に対し光束
を有限の角度を有し斜め方向から入射させる副走査斜め入射光学系を採用している。図１
（Ｃ）から分かるように、本実施例においては、入射光学系ＬＡの光軸ＬＡＯは、副走査
方向に角度αが＋３度である。ここで副走査方向の下側から上側へ光線が向かうときを角
度プラス、副走査方向の上側から下側へ光線が向かうときの角度マイナスと定義する。３
度の角度で回転多面鏡４に入射させている。
【００２０】
　このような副走査斜め入射光学系では、走査線湾曲と、図９（ｂ）、図９（ｃ）のよう
にプラス像高とマイナス像高とで逆方向となる波面収差の捩れ、といった副走査斜め入射
光学系特有の結像性能の劣化が発生する。
【００２１】
　図９（ｃ）は、各像高Ｙに到達する各光束の波面収差（参照波面からのずれ）を等高線
グラフで表したものであり、副走査斜め入射光学系において発生する、一般的な波面収差
の捩れを表した説明図である。また図９（ｂ）は、副走査斜め光学系における、各像高で
の４５°方向のアスを表したグラフであり、従来の一般的な波面収差を表したモデル図で
ある。
【００２２】
　ここで、図９（ｂ）中の４５°アスについて説明する。４５°アスとは、主走査方向を
０°、副走査方向を９０°と定義したときの、＋４５°方向の波面収差から－４５°方向
の波面収差を引いた差分値であり、被走査面上でのスポット回転による結像性能の悪化具
合を表す波面収差量である。この４５°アスが大きいほど、波面収差の捩れ量が大きくな
り、結像性能が悪化する。
【００２３】
　また、図９（ｃ）の各像高での波面収差の捩れ方向は、光軸に対して対称である。この
ため、図９（ｂ）中の４５°アスの符号は、光軸を挟んでプラス像高とマイナス像高とで
反転する。一般に、副走査斜め入射光学系においては、このような波面収差の捩れと像高
の関係となる。
【００２４】
　本実施例ではさらに、半導体レーザ１の基板（不図示）を光学箱（不図示）に沿わせる
ために、主走査断面内において、結像光学系ＬＢの光軸と入射光学系ＬＡの光軸に角度を
持たせるよう配置させる、主走査斜め入射光学系で構成している。副走査斜め入射光学系
でかつ、主走査斜め入射光学系の場合は、前述の課題に加えて、走査線傾き、及び、図１
０（ｂ）、図１０（ｃ）のようなプラス像高、及びマイナス像高で同一方向となる波面収
差の捩れが発生する。
【００２５】
　図１０（ｃ）は、副走査斜め入射光学系でかつ主走査斜め入射光学系において発生する
、各像高Ｙでの波面収差を表した説明図である。また、図１０（ｂ）は、副走査斜め入射
光学系で、かつ主走査斜め入射光学系における、各像高での４５°方向のアスを表したグ
ラフであり、本発明を説明するためのモデル図である。
【００２６】
　本実施例では、結像レンズ６のうち少なくとも１面、具体的には第２面（被走査面１０
側の面）を、主走査方向に沿って、子線のチルト量が変化するようにしている。具体的に
は結像レンズ６のレンズ光軸を挟んで子線チルトの方向が逆方向となるような子線チルト
変化面に設定している。これによって、図１０（ｂ）、図１０（ｃ）のような波面の捻れ
を補正している。ここで、本実施例のように子線チルト変化面を設定することで、図１０
（ｂ）、図１０（ｃ）のような波面の捻れが補正できる原理を説明する。
【００２７】
　図１０（ｃ）では、各像高Ｙで、波面収差がねじれている状態を表している。この波面
収差をある１つのレンズ面のみで補正するためには、レンズ面で逆位相を与えて、理想波
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面からの位相のずれを打ち消せばよい。このとき、逆位相を与えるための、光束内でのレ
ンズ面の出入り量ｄとすると、以下のような式で表せる。
【００２８】
　ｄ＝－Ｗａ／（１－ｎ）×λ
　ここでＷａは光束内の45°方向のアスであり、光束内の波面のねじれ量を表している、
ｎはレンズの屈折率、λは光束の波長である。すなわち、波面を補正するために必要な、
光束内の各位置での面の出入り量ｄは、各位置での波面ずれ量に定数をかけた値である。
このため、波面の捻れを補正するために必要な面形状は、波面と同様に捻れた面形状とな
り、１つのレンズ面のみで補正する場合には、一意的にその面をねじる方向も決まる。図
１０（ｂ）においては、プラス像高及びマイナス像高において、４５°アスがプラスであ
り、波面の捻れ方向が同一方向である。
【００２９】
　そこで本実施例では、このような波面収差を補正するために、結像レンズ６の第２面を
図６（ｂ）のようなに子線チルト変化面に設定している。図６（ｂ）は、本実施例、表４
中の子線チルト係数によって算出される、本実施例の結像レンズ６の第２面上のＹ座標に
対する単位量当たりの子線チルト変化量ｄＴ／ｄＹを示したグラフである。
【００３０】
　ここで、母線上（Ｚ＝０）での子線チルト係数Ｔは、後述する面形状表現式（Ｂ）内の
ΣｍｊＹｊＺ１の項から算出される、レンズ面上の任意のＹ位置での子線のチルト係数Ｔ
＝ΣｍｊＹｊである。また、主走査方向の単位量Ｙ当たりの子線チルト変化量ｄＴ／ｄＹ
は、以下の式から算出できる。
【００３１】
　ｄＴ／ｄＹ＝ｄ（ΣｍｊＹｊ）／ｄＹ＝Σ（ｊ×ｍｊＹｊ－１）　・・・（ａ）
　図６（ｂ）から分かるように、本実施例においては、結像レンズ６の光軸（レンズ上Ｙ
座標＝０）では子線チルトの変化量ｄＴ／ｄＹ＝０である。結像レンズ６のＹ座標プラス
側及びマイナス側でｄＴ／ｄＹ＞０となるように、子線チルト変化面を設定している。す
なわち、子線チルト係数をあたえることにより、結像レンズ６の光軸を挟んで左右で、レ
ンズ面の捻れを同一方向（子線チルトの変化率ｄＴ／ｄＹが同符号）となるように設定し
ている。
【００３２】
　そして、本実施例では、このように子線チルト変化面を設定することで、結像レンズ６
の光軸を挟んで左右で同一方向の波面の捻れを発生させ、図１０（ｂ）のような左右の像
高で同一方向の波面収差の捻れを補正している。
【００３３】
　次に本実施例の光学性能について説明する。ここで、本実施例の被走査面上での波面収
差の捻れを図３（ｂ）に示す。図３（ｂ）は、本実施例の被走査面上での各像高に対する
４５°アスを表したグラフである。図３（ｂ）から、本実施例においては、全像高で４５
°アスは０．１λ以下であり、十分良好に波面の捻れが補正できていることが分かる。ま
た、図６（ｂ）のように、光軸Ｙ＝０以外の位置で子線チルト変化率ｄＴ／ｄＹ＞０のと
き、像高Ｙがプラス領域では光軸から離れるにつれて子線チルト係数Ｔが増える。
【００３４】
　逆に主走査方向の像高Ｙマイナス領域では光軸から離れるにつれて子線チルト係数Ｔが
減っていく。このため、また、図６（ｂ）のようなｄＴ／ｄＹとなる面形状を得るために
は、子線チルト係数Ｔは、結像レンズ６のＹ座標プラス側で光軸よりもプラス、結像レン
ズのＹ座標マイナス側で光軸よりもマイナスとなるように設定する。すなわち、図１０（
ｂ）、図１０（ｃ）のような波面の捻れを補正するためには、子線チルト係数Ｔは、結像
レンズ６のレンズ面上の有効使用領域全域において光軸中心として主走査方向に対称とな
る位置同士で逆方向となるように設定しなければならない。
【００３５】
　ここで、任意の結像レンズの主走査方向位置Ｙにおける母線上（Ｚ＝０）での子線面法
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線の光軸に対するチルト角度ξと子線チルト係数Ｔは、以下の式のように表現できる。
ξ＝－ＡＴＡＮ（Ｔ）
　なお、上記式においては、チルト角度ξはプラス符号のとき子線面法線が光軸に対して
上向き、マイナス符号のとき子線面法線が光軸に対して下向きと定義している。
【００３６】
　図６（ａ）は、本実施例の結像レンズ６の第１面（偏向器４側の面）及び第２面の主走
査方向位置Ｙに対する子線チルト角度ξを表したグラフである。図６（ａ）から分かるよ
うに、本実施例の結像レンズ６の第２面は、主走査方向におけるレンズ上Ｙ座標がＹ＝０
のとき、母線上での子線面法線の光軸に対するチルト角度ξ＝０となる。そしてレンズ上
Ｙ座標マイナス領域で子線チルト角度ξがプラス符号、レンズ上Ｙ座標プラス領域で子線
チルト角度ξがマイナス符号となるように設定している。
【００３７】
　また、図６（ａ）から分かるように、本実施例においては、レンズ面の有効使用領域全
域で、母線上での子線面法線の光軸に対するチルト角度ξは、結像レンズ６の光軸中心と
して主走査方向に対称となる位置同士で逆方向となるように設定している。ここでレンズ
面の有効領域とは走査光束が通過する領域全域をいう。また、副走査斜め入射光学系でか
つ、主走査斜め入射光学系の場合は、これまで述べてきた図１０（ｂ）のような波面収差
に加えて、走査線傾きが発生する。
【００３８】
　本実施例では、図６（ａ）のように子線チルト角度をレンズ面の光軸中心として主走査
方向に対称となる位置同士で逆方向となるように設定することで、走査線傾きを補正して
いる。図３（ａ）は、本実施例の被走査面１０上での各像高に対する照射位置Ｚ（各像高
での光線の副走査方向の到達位置）を表したグラフである。図３（ａ）から分かるように
、照射位置Ｚは、全像高で±２０μｍ以下となり、走査線湾曲、走査線傾きが十分良好に
補正されている。
【００３９】
　以上のようにして本実施例では、図６（ｂ）のように結像レンズ６の光軸を挟んで左右
で、レンズ面の捻れが同一方向（子線チルト変化量ｄＴ／ｄＹが同符号）となる子線チル
ト変化面を用いている。これにより、図１０（ｂ）、図１０（ｃ）のような波面の捻れを
補正する効果を得ている。ここで、レンズ面のねじれに関する子線チルト変化量ｄＴ／ｄ
ＹをＹで積分したものが、子線チルト量である。そして、本実施例においては、図６（ｂ
）のようなレンズ面がねじれた面形状を実現するために、子線のチルト角度ξを図６（ａ
）のように設定している。
【００４０】
　すなわち、母線上での子線面法線の光軸に対するチルト角度ξを、結像レンズ６の光軸
中心として主走査方向に対称となる位置同士で逆方向となるように設定している。本実施
例では、最軸外像高で子線チルトが逆方向である。また子線チルトの方向は、反光源手段
側が下向き、光源手段側が上向きである。
【００４１】
　表６は、本実施例において、被走査面１０上の最軸外像高（Ｙ＝±１１０）、軸上像高
（画像中心）（Ｙ＝０）に到達する光線の結像レンズ６の第２面上での通過位置を示す。
更に、それらの各位置における第２面での子線チルト角度ξと、主走査方向の単位量当た
りの子線チルト変化量ｄＴ／ｄＹとを示した表である。表６から分かるように、第２面の
子線チルト量は、画像中心像高（Ｙ＝０ｍｍ）に到達する光線の結像レンズ６の第２面上
の通過位置（結像レンズ６の光軸）での子線面法線が０分（子線チルト無し）となるよう
に設定している。
【００４２】
　これに対して、光源手段１側の最軸外像高（Ｙ＝－１１０ｍｍ）に到達する光線の結像
レンズ６の第２面上通過位置（結像レンズ６の長手方向に光源側）での子線面法線は、＋
７．９分となるよう設定している。すなわち光軸（Ｙ＝０）での子線面法線よりも上向き



(9) JP 5765926 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

になるよう設定している。また、光源手段１と反対側の最軸外像高（Ｙ＝＋１１０ｍｍ）
に到達する光線の結像レンズ６の第２面上通過位置（結像レンズ６の長手方向に光源と反
対側）での子線面法線は、－６．３分となるように設定している。すなわち光軸（Ｙ＝０
）での子線面法線よりも下向きになるよう設定している。
【００４３】
　このように本実施例では、結像レンズ６の第２面の形状を、次の如く設定している。す
なわち一方の最軸外像高の到達光線の通過位置における、結像レンズ６の光軸に対する子
線チルトの方向と、もう一方の最軸外像高の到達光線の通過位置における、結像レンズ６
の光軸に対する子線チルトの方向と、を逆方向に設定している。
【００４４】
　本実施例において、最軸外光線の通過位置での子線チルト変化の方向は、同じ方向であ
る。また、主走査方向の単位量当たりの子線チルトの変化量ｄＴ／ｄＹは、画像中心像高
（Ｙ＝０ｍｍ）に到達する光線の通過位置で０である。これに対して、光源手段１側の最
軸外像高（Ｙ＝－１１０ｍｍ）到達光線の通過位置で２．３２Ｅ－４、光源手段１と反対
側の最軸外像高（Ｙ＝＋１１０ｍｍ）到達光線の通過位置で１．９７Ｅ－４となる。
【００４５】
　すなわち本実施例では、結像レンズ６の第２面の形状を、２つの最軸外像高到達光線の
通過位置における、結像レンズ６の光軸に対する単位主走査方向当たりの子線チルト変化
の方向が同一方向となるように設定している。
【００４６】
　本実施例では結像レンズ６の第２面の形状を、このような子線チルト変化面に設定する
ことで、全像高で波面収差を良好に補正している。本実施例において、結像レンズ６は偏
芯配置している。本実施例では、結像レンズ６は、回転多面鏡での軸上光線の偏向点を基
準としたとき、副走査方向上側（図１（ｂ）において、紙面の上方向をＺプラス）に１．
５０ｍｍ偏芯配置させている。また、主走査平面を基準としたとき、結像レンズ６の光軸
を副走査方向下側に１．８３ｄｅｇお辞儀回転して偏芯配置している（図１（ｂ）におい
て、Ｙ軸方向を回転中心として紙面上で時計回り）。
【００４７】
　このように偏芯配置することにより、結像レンズ６のレンズ面上の光線通過高さにおけ
る、主走査方向に沿って、左右で同一方向に子線チルトを変化させた効果を得ている。す
なわち、結像レンズ６の偏芯配置によって、走査線の湾曲と、図９（ｂ）のような左右像
高で逆方向の波面収差の捻れと、を補正している。
【００４８】
　本実施例においては、このように設定することで、第２面の子線チルト変化面は、走査
線の傾きと図９（ｂ）のような左右像高で同一方向の波面収差の捻れとのみを補正すれば
よくなり、子線チルト量自体を小さく抑えることができる。よって、本実施例では、走査
線湾曲と走査線傾き、波面収差の捻れなどの光学性能を良好に補正しつつ、かつ、子線チ
ルト量を十分小さく抑え、捩れの少ないレンズ面で構成している。
【００４９】
　レンズ面の捩れが少なければ、レンズ成形時のレンズの歪や反り、捩れといった現象を
抑え、高精度なレンズを得ることができる。加えて、本実施例では、この結像レンズ６の
偏芯配置により、レンズ光軸での子線チルト量を０にしても光学性能を補償することがで
き、結像レンズ６の面形状を評価しやすい、素直な面形状で構成している。その結果、成
形精度の高い結像レンズ６を得ることができる。
【００５０】
　以上のように本実施例によれば、副走査斜め入射光学系及び主走査斜め入射光学系にお
いて光学性能が良好に補正されたコンパクトな光走査装置を得ることができ、画像形成装
置に用いた際に良好な画像を形成することが容易になる。
【００５１】
　本実施例において結像レンズの一面のみを子線チルト変化面としても良い。表５は、本
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実施例において、被走査面１０上の最軸外像高（Ｙ＝±１１０）、軸上像高（画像中心）
（Ｙ＝０）に到達する光線が、結像レンズ６の第１面上での通過位置と、各位置における
第１面での子線チルト角度ξを示す。更に単位量当たりの子線チルト変化率ｄＴ／ｄＹと
を示した表である。
【００５２】
　本実施例においては、表５、表４、図６（ａ）中の第１面の子線チルト角度ξで示した
ように、第１面は主走査方向に沿って子線チルトを変化させていない。つまり、実施例に
おいては、結像レンズ６の第２面のみ、前述したような子線チルト変化面に設定している
。そして第１面は子線チルト変化させないトーリックレンズ面（主走査方向に沿って子線
曲率半径は変化するが、子線チルト量は変化しない面）に設定した。これにより、結像レ
ンズ６のレンズ面形状を測定し、評価する際、子線チルト変化を有さない第１面の光軸を
基準として評価できるため、精度の高い測定が容易となる。そして、その測定値に基づい
てレンズ成型用金型の面形状を補正できるため、光学性能をより改善しやすくする効果を
得ている。
【００５３】
　本実施例において光軸を子線チルトさせなくても良い。本実施例では、同様の理由から
、第１面の光軸と、第２面の光軸が一致するように設計している。これにより、精度の高
い測定を可能とし、その測定値に基づいてレンズ成型用金型の面形状を補正できるため、
光学性能をより改善しやすくする効果を得ている。
【００５４】
　本実施例は、主走査断面内において、結像光学系ＬＢの光軸と入射光学系ＬＡの光軸の
なす角度が９０度と非常に大きい、主走査斜め入射光学系に設定している。この構成によ
り、光走査装置を光学箱（不図示）の側壁に沿ってレーザ発光基板を配置することができ
、光走査装置をコンパクトに構成している。このように、結像光学系ＬＢの光軸と入射光
学系ＬＡの光軸のなす角度θが非常に大きい主走査斜め入射光学系においては、各像高毎
に回転多面鏡での反射点の位置が大きくずれる。
【００５５】
　このように反射点の位置ズレの左右非対称性が大きいと、走査線の傾き、走査線湾曲、
スポット回転が大きくなってしまうため、本発明の効果が十分得られる。本実施例におい
ては、主走査断面内における結像光学系ＬＢの光軸と入射光学系ＬＡの光軸とのなす角度
Θは９０度と設定しているが、角度θは以下の条件式を満たせば、発明の効果が十分に得
られる。
【００５６】
　７０［ｄｅｇ］＜Θ＜１００［ｄｅｇ］
　角度Θが７０度以下のとき、光走査装置を光学箱（不図示）の側壁に沿ってレーザ発光
基板を配置することが難しくなり、この結果、光走査装置をコンパクトに構成するのが困
難となる。また、対向走査系（回転多面鏡を挟んで入射系、結像光学系をそれぞれ対向配
置した系）として使用する場合には、２組の入射光学系の光源手段を十分に近接させるこ
とが難しくなり、半導体レーザの発光基板の共通化によって装置全体の簡素化を図るのが
難しくなる。
【００５７】
　一方、角度Θが１００度以上大きい場合には、斜入射における各種の光学性能を良好に
維持するのが難しくなる。あるいは、子線チルトの左右非対称性が大きくなりすぎて、レ
ンズ成形時に左右非対称な変形が発生してしまうため、設計値とおりの成形レンズを得る
のが困難になる。
【００５８】
　以上のことから、角度Θが上記条件式を満たすのが、十分良好な光学性能の光走査装置
を得るのに好ましい。本実施例では、結像レンズ６は樹脂製の成形レンズで構成すること
で、製造が容易でかつ、子線チルト変化面を用いて、良好な光学性能を得ている。本実施
例においては、結像レンズ６の第２面を子線チルト変化面に設定し、第２面の面形状を、
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軸上に対して光源手段１に近い側の子線面法線が上向き、光源手段から遠い側が下向きと
なるように設定している。
【００５９】
　しかし、結像レンズ６の第１面を子線チルト変化面に設定しても、走査光束の波面収差
のねじれと逆方向の位相をレンズ面の捩れを付与してやれば、同様の効果が得られる。そ
の場合は、第１面の面形状を、軸上に対して光源手段１に近い側の子線面法線が下向き、
光源手段１から遠い側が上向きとなるように設定すればよい。また、これらの関係は、入
射光学系ＬＡが、偏向手段４への入射光線を副走査方向に下側から上側へと斜め方向に入
射させている場合に限る。
【００６０】
　もし、入射光学系ＬＡが、入射光線を副走査方向に上側から下側へと斜め方向に入射さ
せている場合には、子線面法線の方向は前述した方向と逆に設定すれば、同様の効果が得
られる。また、結像光学系ＬＢを一枚のレンズのみで構成する場合は、副走査方向の屈折
力を強くしなければならず、結果として、結像レンズ６で発生する副走査方向の球面収差
が大きくなりやすい。このため、結像レンズ６の副走査方向の偏芯に対してサジ像面の敏
感度が大きくなる。
【００６１】
　そこで、本実施例においては、結像レンズ６の第２面に、４次の非円弧形状を与えるこ
とで球面収差を補正している。具体的には、表４に示すように、Ｚ４次係数を与えている
。また、本実施例では、母線上（Ｚ＝０）での子線チルト量は、係数Ｔ（Ｚ１次の項）の
みによって規定されており、Ｚ４次係数に依存しない。
【００６２】
　本実施例は、構成の簡素化のために、結像光学系ＬＢを一枚の結像レンズ６で構成して
いる。この場合、複数のレンズを使用する場合に比べて、母線形状、面偏芯、子線Ｒなど
の設計自由度が低い。このため、像面や倍率を補正しつつ、斜入射光学系特有の波面収差
の捻れを十分に補正することが難しくなる。そこで、本実施例においては、第２面を子線
チルト変化面とし、その面を、最軸外像高での子線チルトを軸上に対して左右で逆方向に
することで、斜入射光学系における結像性能の劣化を軽減している。
【００６３】
　本実施例においては、結像光学系ＬＢを１つの結像レンズで構成したが、結像レンズが
２枚以上の場合でも主走査および副走査方向の斜入射角度が大きければ、斜入射光学系に
おける結像性能の劣化が大きくなる。このため、前述したのと同様の効果が十分得られる
。
【００６４】
　本実施例では、弱収束系（主走査方向の自然収束点は、被走査面から３６０ｍｍだけ回
転多面鏡から離れた位置）に設定することで、通常の平行系と比べて、結像レンズ６に必
要な主走査方向におけるパワーを低減し、結像レンズ６の肉厚を低減している。ただし、
平行系（偏向手段へ入射させる光束を主走査方向に平行光にした場合）においても、同様
の走査線傾きと波面収差の捩れが発生するため、前述したのと同様の効果が十分得られる
。
【００６５】
　次に本発明と前述の特許文献３に開示されている光走査装置との差異について説明する
。特許文献３は、主走査方向に沿って、子線のチルト量を変化させる子線チルト変化面を
用いることで、走査線湾曲と、図９（ｂ）、図９（ｃ）のように光軸に対して対称な波面
収差（４５°アスの符号が光軸を挟んで左右で反転する波面収差）を補正している。特許
文献３は、特許文献１，２と違い、子線方向の曲率半径とは独立に子線のチルト量を設定
できるため、子線曲率半径が無限大の場合でも子線チルト量を変えることが可能である。
【００６６】
　しかし、特許文献３では、子線チルト変化面によって、走査線湾曲を補正している。こ
のため、主走査斜め入射角度、及び副走査斜め入射角度がより大きい場合、走査線湾曲に
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加えて走査線傾きを補正するための子線チルト変化量をさらに加えなければならない。そ
の結果、レンズの副走査方向の対称性が大きく損なわれ、レンズ成形時のレンズ歪み、反
りを生じさせてしまい、高精度なレンズが成形できず、良好な光学性能を達成することが
困難となってしまう。
【００６７】
　また、主走査斜め入射角度、及び副走査斜め入射角度が大きい場合には、図１０（ｂ）
、図１０（ｃ）で示すような、光軸を挟んで左右で同一方向の波面収差（４５°アスの符
号が光軸を挟んで左右で同一となる波面収差）が発生する。このような波面収差について
は、特許文献３には開示されていない。また、特許文献３に記載されている実施例は全て
、子線チルトの方向が、レンズ光軸を中心にして主走査方向に対称となる位置同士で同一
方向に設定しているため、図１０（ｂ）、図１０（ｃ）のような波面収差を補正できない
。
【００６８】
　（子線チルトの非球面係数に、光軸を挟んで主走査方向左右で異なる値が入っている。
しかし、そこから算出されるレンズ光軸に対する子線チルトの方向は、レンズ光軸のごく
近傍以外の領域では、レンズ光軸を中心にして主走査方向に対称となる位置同士で同一方
向に設定されている。）
　次に特許文献３では、子線チルトの方向がレンズ光軸を中心にして主走査方向に対称と
なる位置同士で同一方向に設定されている場合、図１０（ｂ）、図１０（ｃ）のような波
面収差を補正できない理由を説明する。
【００６９】
　図１１（ａ）は、従来の光走査装置の子線チルト変化面の面形状を表した説明図である
。この図１１（ａ）中のＴは、面形状表現式内のΣｍｊＹｊＺ１の項から算出される、レ
ンズ面上の任意のＹ位置での子線のチルト係数Ｔ（＝ΣｍｊＹｊ）である。ここで、任意
のレンズ主走査方向位置Ｙにおける母線上での子線面法線の光軸に対するチルト角度をξ
と定義するとき、前述のように以下の式で表現できる。
【００７０】
　ξ＝－ＡＴＡＮ（Ｔ）
　図１１（ａ）より、従来は、子線チルトの方向がレンズ光軸を中心にして主走査方向に
対称となる位置同士で同一方向に設定されている。図１１（ａ）では、プラス像高、マイ
ナス像高ともに子線チルト係数Ｔは、光軸から主走査方向に離れるにつれて増加していき
、マイナスとなるよう設定されている。
【００７１】
　ここで、主走査方向Ｙの単位当たりの子線チルト係数Ｔの変化量をｄＴ／ｄＹと定義す
ると、ｄＴ／ｄＹは、前述した（ａ）の式から算出できる。
【００７２】
　ｄＴ／ｄＹ＝ｄ（ΣｍｊＹｊ）／ｄＹ＝Σ（ｊ×ｍｊＹｊ－１）　・・・（ａ）
　図１１（ｂ）は、従来の光走査装置における各像高に対応するレンズ面上の各主走査方
向位置Ｙでの、主走査方向の単位量当たりの子線チルトの変化量ｄＴ／ｄＹを表したグラ
フである。図１１（ｂ）から分かるように、主走査方向の単位量当たりの子線チルトの変
化量ｄＴ／ｄＹは、プラス像高でマイナス、マイナス像高でプラスとなるように設定して
いる。
【００７３】
　この主走査方向Ｙ当たりの子線チルトの変化量ｄＴ／ｄＹが、ゼロ以外のとき、主走査
方向に対して子線チルト角度が変化していることを表している。すなわち、面が捩れてい
ることを表している。また、ｄＴ／ｄＹの符号は面の捻れの方向を表し、｜ｄＴ／ｄＹ｜
は面の捻れ量を表している。この捩れている面を任意の像高の光束が通過するとき、光束
の波面収差に捩れが生じる。この面によって生じる波面収差の捻れを、被走査面上で発生
している波面収差の捻れと逆方向に設定できれば、波面収差の捩れを打ち消す効果が得ら
れる。
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【００７４】
　このため、図９（ｂ）、図９（ｃ）のようにプラス像高とマイナス像高とで逆方向の波
面収差の捩れは、図１１（ｂ）のようなプラス像高とマイナス像高とで、逆方向の波面収
差の捻れを生じる子線チルト変化面によって打ち消し、補正することができる。
【００７５】
　すなわち、図１１（ａ）のような子線チルトの方向がレンズ光軸を中心にして主走査方
向に対称となる位置同士で同一方向となる子線チルト変化面で補正できる。このとき、図
９（ｂ）の収差を、図１１（ｂ）の子線チルト変化面で補正後の波面収差の捻れを図１２
（ｂ）、図１２（ｃ）に示す。またこのとき、走査線湾曲も補正されている。図９（ａ）
を図１１（ｂ）の子線チルト変化面で補正後の照射位置Ｚを、図１２（ａ）に示す。
しかし、図１０（ｂ）、図１０（ｃ）のようにプラス像高及びマイナス像高で同一方向の
波面収差の捩れは、従来の図１１（ａ）のような子線チルト変化面では、全像高において
補正できない。
【００７６】
　ここで、図１０（ｂ）の波面収差に、従来の図１１（ａ）の子線チルト面を用いて補正
しようとしたときの、補正後の波面収差の捻れを図１３（ｂ）、図１３（ｃ）に示す。図
１３（ｂ）、図１３（ｃ）から分かるように、図１１（ｂ）のようなプラス像高とマイナ
ス像高とで逆方向の波面収差の捻れを生じる子線チルト変化面では、マイナス像高の波面
収差の捻れは打ち消しあえるが、プラス像高の波面収差の捻れはより悪化させてしまう。
【００７７】
　すなわち、図１１（ａ）のような子線チルトの方向がレンズ光軸を中心にして主走査方
向に対称となる位置同士で同一方向となる子線チルト変化面では、図１０（ｂ）、図１０
（ｃ）のような波面収差を全像高において補正できないという問題がある。また、ここで
図１０（ａ）の走査線傾きを、従来の図１１（ａ）の子線チルト面を用いて補正しようと
したときの、補正後の照射位置Ｚを図１３（ａ）に示す。
【００７８】
　図１３（ａ）より、走査線傾きを従来の図１１（ａ）の子線チルト面で補正しようとす
ると、プラス側像高の照射位置の傾きが悪化してしまう。よって、特許文献３では、主走
査斜め入射角度、及び副走査斜め入射角度が大きい光走査装置においては、波面収差の捻
れと走査線傾きが十分に補正することが困難である。
【００７９】
　［実施例２］
　次に本発明の実施例２の光走査装置について説明する。実施例２の光学系の構成は図１
（ａ）～図１（ｃ）に示すのと略同じである。以下、本実施例を実施例１との違いを中心
に述べる。本実施例では結像レンズの両面とも子線チルト変化面より成っている。実施例
１では１つのレンズ面を子線チルト変化面に設定していた。これに対して本実施例では、
結像レンズ６の第１面および第２面ともに子線チルト変化面に設定している。
【００８０】
　本実施例においては、２つの子線チルト変化面を使用することで、実施例１に比べて走
査線のうねりや、中間像高での局所的な波面収差のねじれを、より良好に補正している。
以下に、２つの子線チルト変化面を用いたことによる補正効果について説明する。表１０
は、結像レンズ６の非球面係数を表している。この子線チルトは、数式（Ｂ）から分かる
ように、子線曲率に依存せず、表１０に示した子線チルト係数（ΣｍｊＹｊＺ１　の項）
によって、独立に設定されている。
【００８１】
　このとき、レンズ面上の任意のＹ位置における母線上（Ｚ＝０）での子線のチルト係数
をＴとする。主走査方向の任意の位置Ｙでの母線上での子線面法線の光軸に対するチルト
角度をξと定義する。このとき、以下の式で表現できる。
ξ＝－ＡＴＡＮ（Ｔ）
　なお、上記式においては、チルト角度ξは前述と同様プラス符号のとき子線面法線が光



(14) JP 5765926 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

軸に対して上向き、マイナス符号のとき子線面法線が光軸に対して下向きと定義している
。
【００８２】
　本実施例ではレンズ面の有効使用領域全域において光軸をはさんで子線チルトが逆方向
である。ここで、表１０中の子線チルト係数によって算出される、本実施例の結像レンズ
６の第１面及び第２面の主走査方向に対する子線チルト角度ξを表したグラフを図７（ａ
）に示す。
【００８３】
　図７（ａ）から分かるように、本実施例の結像レンズ６の第１面と第２面ともに、レン
ズ面上のＹ座標がＹ＝０のとき、母線上での子線面法線の光軸に対するチルト角度ξ＝０
となるように設定している。また、レンズ面上のＹ座標がマイナス領域でチルト角度ξが
プラス符号、レンズ面上のＹ座標がプラス領域でチルト角度ξがマイナス符号となるよう
に設定している。
【００８４】
　図７（ａ）で示すように、本実施例の結像レンズ６の第１面と第２面は、レンズの有効
領域全域で、母線上での子線面法線の光軸に対するチルト角度ξが、レンズの光軸中心と
して主走査方向に対称となる位置同士で逆方向となるように設定されている。また、ここ
で、表１０中の子線チルト係数によって算出される、本実施例の結像レンズ６の第１面及
び第２面の主走査方向に対するｄＴ／ｄＹを表したグラフを図７（ｂ）に示す。
【００８５】
　図７（ｂ）から分かるように、結像レンズ６の両面ともに、レンズのプラス座標及びマ
イナス座標での子線チルト変化率ｄＴ／ｄＹをプラスに設定している。すなわち、左右の
像高に対応するレンズ面上のＹ座標で面の捩れ方向を同じ方向に設定しており、このレン
ズ面の捩れにより、走査線の傾きと、左右の像高で発生する同一方向の波面のねじれを補
正する効果を得ている。
【００８６】
　このようにして、本実施例においては、結像レンズ６の両面を、光軸を挟んで主走査方
向に対称となる位置同士で、子線チルトの方向が逆方向となるよう設定している。これに
より、走査線の傾きと、左右の像高で発生する同一方向の波面のねじれを補正している。
【００８７】
　本実施例において結像レンズ６の両面とも、子線チルトの方向が同じである。また、本
実施例では、第１面の子線チルト変化面は、光軸に対して、光源手段１側の最軸外像高で
は子線面法線が上向き、光源手段１の反対側の最軸外像高では子線面法線が下向きなるよ
うに、子線チルト係数を設定している。また、第２面の子線チルト変化面は、光軸に対し
て、光源手段１側の最軸外像高では子線面法線が上向き、光源手段１の反対側の最軸外像
高では子線面法線が下向きとなるように、子線チルト係数を設定している。すなわち、第
１面の子線チルトの方向と第２面の子線チルトの方向を、同一方向に設定している。
【００８８】
　これにより、２つの面をベンディングさせた効果を得ることで、実施例１に比べて走査
線のうねりや、中間像高での局所的な波面収差のねじれを、より良好に補正している。こ
こで、本実施例の光学性能を図４（ａ）、図４（ｂ）に示す。図４（ａ）、本実施例の被
走査１０面上での各像高に対する照射位置Ｚを表したグラフである。また、図４（ｂ）は
、本実施例の被走査面１０上での各像高に対する４５°アスを表したグラフである。図４
（ｂ）中の４５°アスは、被走査面１０上でのスポット回転による結像性能の悪化具合を
表す波面収差量である。
【００８９】
　図４（ａ）から分かるように、本実施例の照射位置Ｚは全像高で±１０μｍ以下となり
、走査線湾曲、走査線傾きが、実施例１に比べてさらに良好に補正されている。また、図
４（ｂ）から、４５°アスは全像高で±０．０５λ以下となり、波面収差のねじれが実施
例１に比べてさらに良好に補正されている。また、複数の子線チルト変化面を有する走査
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光学系においては、その面同士が相対的に偏芯してしまうと、光学性能が劣化してしまう
。
【００９０】
　そこで、本実施例では、同一のレンズの両面に子線チルト変化面形状を付加したことに
より、２枚のレンズに一つずつ子線チルト変化面を構成した場合に比べて、レンズの取り
付け誤差による性能劣化を低減している。
【００９１】
　本実施例において子線チルトは光源手段１の反対側が下向き、光源手段１側が上向きで
ある。また両面とも、子線チルトの方向が同じである。表１１は、本実施例において、被
走査面１０上の最軸外像高（Ｙ＝±１１０）、軸上像高（画像中心）（Ｙ＝０）に到達す
る光線が、結像レンズ６の第１面上での通過位置と、各位置における第１面での子線チル
ト角度ξを示す。更に単位量当たりの子線チルト変化率ｄＴ／ｄＹとを示した表である。
【００９２】
　表１２は、本実施例において、被走査面１０上の最軸外像高（Ｙ＝±１１０）、軸上像
高（画像中心）（Ｙ＝０）に到達する光線が、結像レンズ６の第２面上での通過位置と、
各位置における第２面での子線チルト角度ξを示す。更に、単位量当たりの子線チルト変
化率ｄＴ／ｄＹとを示した表である。
【００９３】
　表１１から分かるように、第１面の子線チルト量は、画像中心像高（Ｙ＝０ｍｍ）に到
達する光線の結像レンズ６の第１面上通過位置（結像レンズ６の光軸）での子線面法線が
０分（子線チルト無し）となるように設定している。これに対して、光源手段１側と反対
側の最軸外像高（Ｙ＝＋１１０ｍｍ）到達光線については、－４７．１分（子線面法線は
光軸に対して下向き）と設定している。また光源手段１側の最軸外像高（Ｙ＝－１１０ｍ
ｍ）到達光線については、＋８２．９分（子線面法線は光軸に対して上向き）となるよう
に設定している。
【００９４】
　また、単位量当たりの子線チルト変化率ｄＴ／ｄＹは、画像中心像高（Ｙ＝０ｍｍ）到
達光線の通過位置で０に対して、光源手段１と反対側の最軸外像高（Ｙ＝＋１１０ｍｍ）
到達光線の通過位置で３．１０Ｅ－３である。また光源手段１側の最軸外像高（Ｙ＝－１
１０ｍｍ）到達光線の通過位置で１．５８Ｅ－３となる。
【００９５】
　また、表１２から分かるように、第２面の子線チルト量は、中心像高（Ｙ＝０ｍｍ）に
到達する光線の結像レンズ６の第１面上通過位置（結像レンズ６の光軸）での子線面法線
が０分（子線チルト無し）となるように設定している。これに対して、光源手段１側と反
対側の最軸外像高（Ｙ＝＋１１０ｍｍ）到達光線については、－５８．０分（子線面法線
は光軸に対して下向き）と設定している。そして光源手段１側の最軸外像高（Ｙ＝－１１
０ｍｍ）到達光線については、＋８５．５分（子線面法線は光軸に対して上向き）となる
ように設定している。
【００９６】
　また、単位量当たりの子線チルト変化率ｄＴ／ｄＹは、画像中心像高（Ｙ＝０ｍｍ）到
達光線の通過位置で０に対して、光源と反対側の最軸外像高（Ｙ＝＋１１０ｍｍ）到達光
線の通過位置で４．５０Ｅ－３である。また光源手段１側の最軸外像高（Ｙ＝－１１０ｍ
ｍ）到達光線の通過位置で１．８７Ｅ－３となる。
【００９７】
　以上のように、本実施例では、結像レンズ６の第１面及び第２面の形状を、次のように
設定している。すなわち、一方の最軸外像高到達光線の通過位置における、結像レンズ６
の光軸に対する子線チルトの方向と、もう一方の最軸外像高到達光線の通過位置における
、レンズの光軸に対する子線チルトの方向と、を逆方向に設定している。
【００９８】
　また、本実施例では、光源手段１側の最軸外光線のレンズ面通過位置で子線面法線が上
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向き、反対側の最軸外光線のレンズ面通過位置で子線面法線が下向きとなるような子線チ
ルト変化面に設定している。また、本実施例では、結像レンズ６の第１面及び第２面の形
状を、２つの最軸外像高到達光線の通過位置における、レンズの光軸に対する主走査方向
の単位量当たりの子線チルト変化の方向が同一方向となるように設定している。
【００９９】
　本実施例では、結像レンズ６の両面を、このような子線チルト変化面に設定することで
、走査線傾きと、全像高での波面収差の捻れを良好に補正している。本実施例において子
線チルト変化面は、プロペラ偏芯配置である。
【０１００】
　本実施例では、結像レンズ６の第１面と第２面は、光軸を回転中心として時計回り（光
源手段１側が下に、反光源手段１側が上にずれる方向）に、０．９分回転させて偏芯配置
している。これにより、子線チルト量を左右で逆方向に設定した効果を得て、第１面と第
２面ともに、子線チルトの左右非対称量を小さく抑えている。
【０１０１】
　図５（ａ）は、本実施例の結像レンズ６をプロペラ偏芯させない場合の、照射位置性能
を表したグラフであり、本実施例との比較例である。図５（ａ）と図４（ａ）を比較して
分かるように、プロペラ偏芯をすることで、走査線の傾きを補正する効果を得ている。こ
のレンズをプロペラ偏芯したことより、子線チルトが主走査方向に沿って線形的に変化さ
せるのと同様の効果を得ることができ、走査線傾きを補正するために必要な子線チルトの
左右非対称性を低減している。この結果、本実施例の結像レンズ６は、プロペラ偏芯配置
と組み合わせることで、面の捩れが小さく、レンズ成形時の変形を小さく抑えることがで
きる。
【０１０２】
　［実施例３］
　図２（ａ）は本発明の光走査装置の実施例３における、主走査方向の要部断面図（主走
査断面図）である。図２（ｂ）は本発明の光走査装置の実施例３における、結像光学系の
副走査方向の要部断面図（副走査断面図）である。図２（ｃ）は本発明の光走査装置の実
施例３における、入射光学系の副走査方向の要部断面図（副走査断面図）である。ただし
、図２（ａ）は、構成を分かりやすくするために、走査された光線を副走査方向に折り曲
げる反射ミラー７、８、９を省いた展開図で表している。
【０１０３】
　以下、本実施例を実施例１、２との違いを中心に述べる。本実施例は実施例１の変形例
であり、結像レンズ６の第２面を子線チルト変化面に設定している。結像レンズ６は、副
走査方向に鏡面が２段に分かれており、結像レンズ６の上側を通過する走査光束は、光偏
向手段４から遠い側の感光体へ導光される。以下、結像レンズ６の上側のレンズ面の面形
状について述べる。本実施例ではチルトが反対方向となる領域がレンズ面の有効領域の光
軸方向に対して１割以上である。
【０１０４】
　図８は、本実施例の結像レンズ６の第２面の上側の面の子線チルトを表したグラフであ
る。表１６は、本実施例の結像レンズ６の非球面係数を表した表である。また、表１７、
表１８は、本実施例の結像レンズ６の各位置における子線チルトを示した表である。実施
例１、２では、子線チルトの方向は、レンズの有効領域の全域（走査光束が通過する領域
）、すなわち被走査面上に換算して全像高において、光軸に対するチルトの方向を左右で
逆方向に設定している。
【０１０５】
　これに対して本実施例においては、９０ｍｍ以上の像高に到達する光束の第２面上の光
線通過位置において、軸上に対する子線チルトの方向が左右で逆方向、９０ｍｍより軸上
の像高においては、子線チルトの方向が左右で同一方向となるように設定している。すな
わち、被走査面１０上における全像高の内、約１．８割（全像高１１０ｍｍに対して、像
高９０ｍｍから１１０ｍｍまでの領域）の領域において、軸上に対する子線チルトの方向
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が左右で逆方向である。そしてそれより軸上に近い像高においては、軸上に対する子線チ
ルトの方向が左右で同一方向となるように設定している。
【０１０６】
　本実施例においては、このように子線チルト面を設定することにより、左右対称で光軸
に対して同一方向となる子線チルト成分で走査線湾曲を補正し、左右で光軸に対して逆方
向の子線チルトで走査線傾きを補正する効果を得ている。本実施例においては、全像高の
内の約１．８割の像高の到達光線通過領域において軸上に対する子線チルトの方向が、レ
ンズ光軸を中心にして主走査方向に対称となる位置同士で逆方向になるよう設定している
。
【０１０７】
　ただし、レンズ面上の１割以上の領域において、軸上に対する子線チルトの方向が、光
軸に対して対称となる位置同士で逆方向となっていれば、前述したのと同様の効果が十分
得られる。軸上に対する子線チルトの方向が、光軸を中心にして主走査方向に対称となる
位置同士で逆方向となる領域が、全像高の１割以下の場合は、走査線傾きを補正するため
に、主走査方向に対する子線チルトの変化量が大きくなってしまう。この結果、成形時の
レンズの反り・歪の原因となり、成形精度が悪化してしまう。
【０１０８】
　本実施例においては、図２（ｃ）に示すように入射光学系ＬＡは上下に２つ配置されて
おり、副走査断面内において、偏向面に入射光学系からの光束をそれぞれ上方向斜め、下
方向斜めから入射させている。偏向面５に斜入射した２つの光束は、偏向手段４によって
それぞれ上方向、下方向にコニカルスキャンされ、結像光学系ＬＢ内に配置された光線分
離手段７によって、２つの異なる感光ドラム上に結像スポットとして走査される。
【０１０９】
　また、対向する２組の光走査光学系は、同一の回転多面鏡４の異なる偏向反射面を用い
て光走査させている。このように本実施例においては、複数の光走査光学系を副走査斜入
射、及び、対向配置することで、光学部品を共有化し、光走査装置を簡素化、コンパクト
化している。
【０１１０】
　本実施例は、４つの感光ドラムに露光された走査光により、４色のトナーを紙上に定着
させてカラー画像を形成するカラー画像形成装置に用いる光走査装置である。図２（ｂ）
は、４色の画像を形成する為の４つの感光ドラムが示している。図２（ｂ）中の右側から
、イエロー（Ｙ）用ドラム、マゼンダ（Ｍ）用ドラム、シアン（Ｃ）用ドラム、ブラック
（Ｂｋ）用ドラムがそれぞれ配置されている。
【０１１１】
　本実施例では、回転多面鏡４により偏向反射された走査光をイエロー（Ｙ）用走査光学
系、マゼンダ（Ｍ）用走査光学系、シアン（Ｃ）用走査光学系、ブラック（Ｂｋ）用走査
光学系によって、それぞれの感光ドラムに導光している。本実施例においては、副走査方
向に離間した２つの光源手段１からの２つの光束を入射光学系ＬＡによって、副走査方向
斜め±３度の角度をつけて光偏向手段４に入射させている。光偏向手段４で偏向反射され
て上下２つの走査光束は、共通の結像レンズ６通過後、折り返しミラー７によって分離さ
れ、異なる２つの感光体へ導光される。
【０１１２】
　本実施例ではさらに、この２つの光走査光学系を、光偏向手段を中心に対向配置するこ
とで、一つの光偏向手段を用いて４つの光源からの光束を４つの感光体へ導いている。
この４つの感光体はそれぞれイエロー、マゼンダ、シアン、ブラックの４色に対応してお
り、カラー画像を形成することができる。本実施例では結像光学系ＬＢに少なくとも二つ
以上に分割された鏡面領域を有する多段トーリックレンズ（ＭＴＬ）を用いている。
【０１１３】
　図２（ｂ）が示すように副走査断面内において、光偏向手段４からの走査光は、結像レ
ンズ７の外形中心に対して、上下にずれている。結像レンズ６は、副走査方向に鏡面が上
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ックレンズ（所謂ＭＴＬ）である。結像レンズ６の上側を通過する走査光束は、光偏向手
段４から遠い側の感光体へ導光される。一方、結像レンズ６の下側を通過する走査光束は
、光偏向手段４から近い側の感光体へ導光される。
【０１１４】
　このように構成することで、共通の結像レンズ６で２つの走査光束を、異なる２つの感
光体へ導光でき、部品点数の削減により簡素化を図っている。対向する２組の光走査光学
系は、同一の回転多面鏡４の異なる偏向反射面を用いて光走査させている。本実施例にお
いては、結像レンズ６は、副走査方向に対して対称な面形状にしている（面偏芯、子線チ
ルトを含めた非球面形状も対称）。このため、対向する２組の結像レンズ６は、同一のレ
ンズを上下反転させることができ、光学部品を共有化し、光走査装置をコンパクト化して
いる。
【０１１５】
　本実施例は、主走査断面内において、結像光学系ＬＢの光軸と入射光学系ＬＡの光軸の
なす角度が９０度と非常に大きい、主走査斜め入射光学系に設定している。この構成によ
り、対向する２組の結像光学系に対する２組の入射光学系を主走査断面内において同一方
向から入射させることができる。本実施例ではこのように構成することで、２組（合計４
つの）の光源手段同士を近接して配置し、半導体レーザの発光基板を共通化することで簡
素化を図っている。
【０１１６】
　このように、結像光学系の光軸と入射光学系の光軸のなす角度が非常に大きい主走査斜
入射光学系においては、特に、走査線の傾き、走査線湾曲、スポット回転が大きくなるた
め、本発明の効果が十分得られる。
【０１１７】
　次に実施例１の各部材に関する諸数値を表１～表６に示す。実施例２の各部材に関する
諸数値を表７～表１２に示す。実施例３の各部材に関する諸数値を表１３～表１８に示す
。表２、表８、表１４においてＲは面の曲率半径、Ｄは間隔、Ｎは媒質の屈折率である。
ただし、表中のＵｐｐｅｒ、Ｌｏｗｅｒは、Ｙ軸に対してマイナス座標（光源側）、Ｙ軸
に対してプラス座標（光源の反対側）での非球面係数をそれぞれ表しており、本実施例に
おいては、光軸を挟んで左右で独立した非球面形状を設定している。また、非球面形状は
以下の表現式で定義する。
【０１１８】
　レンズの曲面と光軸との交点を原点とし、光軸方向をＸ軸、主走査面内において光軸と
直交する軸をＹ軸、副走査面内において光軸と直交する軸をｚ軸とする。そのときの、Ｘ
－Ｙ平面と曲面の切断線を母線、それに直交する方向のＸ－Ｚ平面と曲面の切断面を子線
としたとき、母線の形状は表現式（Ａ）で表す。
【０１１９】
【数１】

【０１２０】
（但し、Rは曲率半径、K、B4、B6、B8、B10、B12、B14、B16、は母線の非球面係数）子線
の形状は表現式（B）で表す。
【０１２１】
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【数２】

【０１２２】
　ここで、Yの値により変化する子線の曲率半径ｒ’は式（C）で表す。
【０１２３】

【数３】

【０１２４】
　（但し、ｒ０は光軸上の子線曲率半径、D２、D4、D6、D8、D10 、D12、D14、D16、は係
数）
式（B）より、母線上（Ｚ＝0）での子線チルト量は、子線曲率に依存せず、Σｍj×Ｙj×
Ｚ1の項で規定される。
【０１２５】

【表１】

【０１２６】
【表２】

【０１２７】
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【表３】

【０１２８】
【表４】

【０１２９】
【表５】

【０１３０】
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【表６】

【０１３１】
【表７】

【０１３２】
【表８】

【０１３３】
【表９】

【０１３４】
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【表１０】

【０１３５】
【表１１】

【０１３６】
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【表１２】

【０１３７】
【表１３】

【０１３８】
【表１４】

【０１３９】
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【表１５】

【０１４０】
【表１６】

【０１４１】
【表１７】
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【０１４２】
【表１８】

【０１４３】
　［画像形成装置］
　図１４は、本発明の画像形成装置の実施例を示す副走査方向の要部断面図である。図に
おいて、符号１０４は画像形成装置を示す。この画像形成装置１０４には、パーソナルコ
ンピュータ等の外部機器１１７からコードデータＤｃが入力する。このコードデータＤｃ
は、装置内のプリンタコントローラ１１１によって、画像信号（ドットデータ）Ｄｉに変
換される。この画像データＤｉは、実施例１に示した構成を有する光走査ユニット１００
に入力される。
【０１４４】
　そして、この光走査ユニット１００からは、画像データＤｉに応じて変調された光ビー
ム１０３が出射され、この光ビーム１０３によって感光ドラム１０１の感光面が主走査方
向に走査される。静電潜像担持体（感光体）たる感光ドラム１０１は、モータ１１５によ
って時計廻りに回転させられる。そして、この回転に伴って、感光ドラム１０１の感光面
が光ビーム１０３に対して、主走査方向と直交する副走査方向に移動する。感光ドラム１
０１の上方には、感光ドラム１０１の表面を一様に帯電せしめる帯電ローラ１０２が表面
に当接するように設けられている。
【０１４５】
　そして、帯電ローラ１０２によって帯電された感光ドラム１０１の表面に、前記光走査
ユニット１００によって走査される光ビーム１０３が照射されるようになっている。先に
説明したように、光ビーム１０３は、画像データDｉに基づいて変調されており、この光
ビーム１０３を照射することによって感光ドラム１０１の表面に静電潜像を形成せしめる
。この静電潜像は、上記光ビーム１０３の照射位置よりもさらに感光ドラム１０１の回転
方向の下流側で感光ドラム１０１に当接するように配設された現像器１０７によってトナ
ー像として現像される。
【０１４６】
　現像器１０７によって現像されたトナー像は、感光ドラム１０１の下方で、感光ドラム
１０１に対向するように配設された転写ローラ１０８によって被転写材たる用紙１１２上
に転写される。用紙１１２は感光ドラム１０１の前方（図１４において右側）の用紙カセ
ット１０９内に収納されているが、手差しでも給紙が可能である。用紙カセット１０９端
部には、給紙ローラ１１０が配設されており、用紙カセット１０９内の用紙１１２を搬送
路へ送り込む。
【０１４７】
　以上のようにして、未定着トナー像を転写された用紙１１２はさらに感光ドラム１０１
後方（図１４において左側）の定着器へと搬送される。定着器は内部に定着ヒータ（図示
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せず）を有する定着ローラ（転写器）１１３とこの定着ローラ１１３に圧接するように配
設された加圧ローラ１１４とで構成されている。そして転写部から搬送されてきた用紙１
１２を定着ローラ１１３と加圧ローラ１１４の圧接部にて加圧しながら加熱することによ
り用紙１１２上の未定着トナー像を定着せしめる。更に定着ローラ１１３の後方には排紙
ローラ１１６が配設されており、定着された用紙１１２を画像形成装置の外に排出せしめ
る。
【０１４８】
　図１４においては図示していないが、プリントコントローラ１１１は、先に説明したデ
ータの変換だけでなく、モータ１１５を始め画像形成装置内の各部や、後述する光走査ユ
ニット内のポリゴンモータなどの制御を行う。
【０１４９】
　本発明で使用される画像形成装置の記録密度は、特に限定されない。しかし、記録密度
が高くなればなるほど、高画質が求められることを考えると、１２００ｄｐｉ以上の画像
形成装置において本発明の構成はより効果を発揮する。
【符号の説明】
【０１５０】
　１　光源手段　　　　　　　２　アナモフィックレンズ　　　　　　　３　絞り
　４　偏向手段　　　　　　　５　偏向反射面　　　　　　　ＬＡ　入射光学系
　ＬＢ　結像光学系　　　　　６　結像レンズ　　　
　７　内側ドラム用_第１反射ミラーＭ１　　８　内側ドラム用_第２反射ミラーＭ２
　９　外側ドラム用_第1反射ミラー　　　　１０　被走査面
　２０　光走査光学系の光学箱
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